
（別表）
	補助金名
	補助事業者等
	補助対象経費
	補助率又は補助金額
	変更申請要件
	備考

	熊本県微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握支援事業補助金
	次に該当する微量PCBを含むおそれのある廃電気機器等を有する事業者
・銘板がないトランス等（メーカー、型式が不明）
・製造メーカーから「PCB含有無し」の確認を受けられないトランス等
・知事がPCB含有の把握が必要であると認めた廃電気機器等
	事業者が行う次の事業に要する経費
・トランス等廃電気機器等に含まれる微量PCBの混入を把握するためのPCB分析委託費用（試料の採取及び運搬に要する費用を含む。）

	廃電気機器等１台当たり補助対象経費の１／２以内で20,400円を限度とする。
	補助事業に要する経費の配分で20％を超える増減

	



